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〔区分・対象〕 〔対象設備・システム〕〔設置根拠〕

知見が蓄積されれば客観

的検証法を策定してルート

Ｂへ移行

〔区分・対象〕 

     ルートＡ 
         （仕様規定） 
 
・従来どおり、法令の仕様規 
  定を適用するもの 

 
              ルートＢ 
          （性能規定） 
 
・消防長等が判断する基準 
 （客観的検証法）が総務省 
 令で示されているもの 
 
・省令、告示の公布により 
 ルートA設備の代替等が認 
 められたもの 

    
 
           ルートＣ 
      （大臣認定） 
 
・消防長等が判断する基 
 準（客観的検証法）が 
 総務省令で示されてい 
 ないもの 
 
・個別物件毎の認定 
 
・知見が蓄積されれば省 
 令、告示の公布により 
 ルートＢへ移行 
 
 
 
 
 
 

（消防法第17条第1項) 
 
要旨：政令で定める「消防用設備等」は、政令で定める技術上の 
     基準に従って設置・維持すること。 
    →「通常用いられる消防用設備等」：ルートA設備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔設置根拠〕 

   (消防法施行令第29条の4) 
 
要旨：「通常用いられる消防用設備等（ルートA設備）」に代え 
    て、総務省令で定めるところにより、消防長等が、防火 
   安全性能がルートA設備と同等以上と認める場合に用い  
   ることができる。 
    →「消防の用に供する設備等」：ルートB設備 
 
 
〔防火安全性能は次の３性能〕 
① 火災拡大抑制性能 
② 避難安全支援性能 
③ 消防活動支援性能 
 
〔省令、告示の公布〕 
① ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型消火設備：平成16年5月31日公布 
② ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型自動消火設備：平成16年5月31日公布 
③ 共同住宅用消防用設備等：近々告示の公布予定 

   (消防法第17条第3項) 
 
要旨：政令で定める技術上の基準（ルートA）や、客 
   観的検証法（ルートB）で対応できない特殊な 
   設備は、総務大臣の認定により用いることがで 
   きる。「特殊消防用設備等：ルートC」 
 
 
〈認定方法〉 
 
個別物件毎に 
① 日本消防検定協会又は登録検定機関が性能評価 
② 申請者が評価結果を添付し総務大臣に認定申請 
③ 総務大臣は関係消防長の意見も聞いて認定 
 
 

〔設備分類〕 
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〔設置認可〕 

消 防 法 令 の 新 た な 体 系 

 
   (消防法第17条の3の2) 
 
所轄消防機関に必要書類を提出し、
検査を受ける→設置基準に適合し
ているかを確認（従来通り） 

 
    (消防法施行令第29条の4) 
 
所轄消防機関に必要書類を提出
（設備は検定等の認証済みが前
提）→消防庁告示（消防庁が検討
中）により規定された客観的検証
法により設備の性能を確認 

  （消防法第17条の2〕 
 
認定を受けようとする者は、個別
物件毎に日本検定協会等の評価機
関へ申請し、評価後に大臣認定の
申請をする。 

消防分野の新技術開発を促進し、多様な防火対象物に 
対応するため、昭和35年以来の抜本的見直し 
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今後１年を目処に３性
能に関する客観的検証
法を策定 

高度な消防防災システム 
（一つの防火対象物で複 
 数の総合操作盤等）は 
特殊消防用設備等に該当 
し大臣認定対象。 
 （消防庁次長通知） 
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高 度 な 消 防 防 災 シ ス テ ム                

大臣認定が必要であり、次のような 
防火対象物が対象となります 

大臣認定に該当するか否かの判断は、建築確認前には必要です。 
詳細については弊社までご相談下さい。 

株式会社 防災コンサルタンツ 
〒102-0074 
東京都千代田区九段南 4-7-5 

ﾊﾟｰｸﾉｳﾞｧ九段 404 
TEL 03-3221-5931 
FAX 03-3221-5932 
bc@nifty.com 
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一の防火対象物に 
複数の総合操作盤の例 

その他の形態に即した 
消防防災システムの例 

大

臣
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・非常時の連携 
・有効な避難誘導 
・形態に合った機能 
・形態に合った管理 
・適切な設置維持計画 

地下街と接続し複数管理するとき 
地下街と一体とならない場合に対象となる 

鉄道施設と接続し複数管理するとき 
鉄道施設と一体とならない場合に対象となる 

複数の防災センターで管理するとき、管理 
範囲と制御範囲が異なる場合に対象となる 

総合操作盤 総合操作盤 

防災ｾﾝﾀｰ A(夜間無人) 防災ｾﾝﾀｰ B 

共同住宅駐車場 事務室駐車場 

・実態に合った管理が可能。 

・効率的な管理が可能。 

総合操作盤 

ﾃﾞﾊﾟｰﾄ防災ｾﾝﾀｰ B 
総合操作盤 

地下街防災ｾﾝﾀｰ B 

地下鉄 

地下街 
大規模地下街 

デパート 
(特定防火対象物) 

事務棟 

総合操作盤 

事務棟防災ｾﾝﾀｰ B 

・実態に合った管理が可能。 

・地下街における問題点が大きく減少 

総合 

操作盤 

事務棟防災ｾﾝﾀｰ B 
鉄道施設 
(防火対象物外の施設) 

受信機 

表示機 

駅舎 

店舗 
管理室 

受信機 

コンコース管

 

ホテル 

ﾎﾃﾙ防災ｾﾝﾀｰ 
総合 

操作盤 

事務棟

 

・実態に合った管理が可能。 

・駅施設における問題点が大きく減少 

複数防火対象物を集中管理するとき 
総合操作盤の設置単位により対象となる 

総合 

操作盤 

集中管理 

センター 

監視盤 

表示機 

表示機 

表示機 

Ａ棟 

Ｂ棟 

Ｃ棟 

Ｄ棟 

D 棟防災ｾﾝﾀｰ 
総合操作盤 

Ｅ棟 

Ｅ棟防災ｾﾝﾀｰ 
総合操作盤 

・実態に合った管理が可能。 

・効率的な管理が可能。 

A

棟 

B

棟 
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